
このほど、農林水産省食料産業局から標題、トラック業者との取引に関する改善につい
て、周知の依頼がございましたので、皆様にもご承知いただきますよう、添付内容をご
報告致します。

内容的には、大口の荷役の委託先が主な対象となるかと思いますが、主な趣旨は

１．荷待待機時間、荷役作業の対価について、
　　運賃とは別料金の支払いを求めること。
　
　現状、１日あたりの荷待ち時間が平均１時間４５分、荷役作業が約３時間との調査結
果があり、こうしたことがドライバーの拘束時間を長時間化につながっている為、荷主
への改善を求めたい。

２．運送業務以外の荷待ちのための待機時間や、
　　荷役業務についての対価の支払いを要請。

　現状では運送以外の役務についての対価が十分支払われていないことから、将来、正
当な対価の支払いを義務付ける「標準貨物自動車運送約款」の改正が検討されているよ
うです。

詳細は添付しました資料をご参照ください。

トラック運送業の取引条件改善に向けた
荷主企業等への協力要請について






















